
 第６１号議案 

 

 

亀岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

 

 亀岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例（平成２４年亀岡市条例第３３号）の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

   平成３０年２月２６日提出 

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

亀岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正

する条例 

 

 亀岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例（平成２４年亀岡市条例第３３号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第５条中「除く。）」の次に「又は病床を有する診療所を開設し

ている者（複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護に限る。）

に係る指定の申請に限る。）」を加える。  
 第８条第２項ただし書中「３年以上」を「１年以上（特に業務に

従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあって

は、３年以上）」に改め、同条第５項中「次の各号」を「次」に改

め、「、午後６時から午前８時までの間において」を削り、同項に

次の１号を加える。 
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⑿ 介護医療院 

 第８条第７項中「午後６時から午前８時までの間は、」を削り、

同条第８項中「、午後６時から午前８時までの間は」を削り、同条

第１２項中「第１９４条第１０項」を「第１９４条第１４項」に改

める。 

 第１６条中「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準（平成１１年厚生省令第３８号。以下「指定居宅介護支援等基

準」という。）第１３条第９号」を「亀岡市指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成３０年亀岡

市条例第  号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。）

第１６条第９号」に改める。  
 第３４条第３項中「午後６時から午前８時までの間に行われる」

を削る。 

 第４１条第１項中「３月」を「６月」に改め、同条第４項中「場

合には」の次に「、正当な理由がある場合を除き」を加え、「行う

よう努めなければならない」を「行わなければならない」に改める。 

 第５０条第２項ただし書中「３年以上」を「１年以上（特に業務

に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっ

ては、３年以上）」に改める。 

 第６２条の９第８号中「法第５条の２」を「法第５条の２第１項」

に改める。 

 第６２条の２５中「９人以下」を「１８人以下」に改める。 

 第６２条の２７第１項中「第６２条の３４に規定する」の次に

「重要事項に関する」を加える。 

 第６２条の３８中「第３６条中」の次に「「運営規程」とあるの

は「第６２条の３４に規定する重要事項に関する規程」と、」を加

える。 

 第６４条第１項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」

を加える。 

 第６８条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に

「（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設（第１８１条に規

定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下こ 
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の項において同じ。）を除く。）」を加え、「３人以下とする」を

「３人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設にお

いてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設の入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者

の数の合計が１日当たり１２人以下となる数とする」に改め、同条

第２項中「第８５条第７項」の次に「及び第１９４条第８項」を加

える。 

 第８５条第１項中「第４６条第１項」を「第４４条第１項」に、

「第４５条」を「第４３条」に、「及び当該本体事業所に係る他の

同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」

を「並びに当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所及び第１９４条第８項に規定す

るサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、

同条第６項の表中「又は指定介護療養型医療施設」を「、指定介護

療養型医療施設」に改め、「限る。）」の次に「又は介護医療院」

を加え、同条第７項中「以下「本体事業所」」を「以下この章にお

いて「本体事業所」」に改める。 

 第 ８６ 条第３ 項及び第 ８ ７ 条 中 「 介 護 老 人 保 健 施 設 」 の 次 に  

「、介護医療院」を加える。 

 第９６条第２項中「指定居宅介護支援等基準第１３条」を「指定

居宅介護支援等基準条例第１６条」に改める。 

 第１０６条第３項、第１１４条第２項及び第１１５条中「介護老

人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

 第１２０条中第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加え

る。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正

化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月

に１回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化の 
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ための研修を定期的に実施すること。 

 第１２８条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」

を加える。 

 第１３３条第４項中「看護職員のうち１人以上、及び介護職員の

うち」を「看護職員及び介護職員のうちそれぞれ」に改め、同項た

だし書中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、同

条第７項第１号中「若しくは作業療法士」を「、作業療法士若しく

は言語聴覚士」に改め、同項に次の１号を加える。 

⑶ 介護医療院 介護支援専門員 

 第１４１条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加え

る。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束

等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月

に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員そ

の他の従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のた

めの研修を定期的に実施すること。 

 第１５４条第３項を次のように改める。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地

域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならな

い。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型指定

地域密着型介護老人福祉施設（第１８１条に規定するユニット型

指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同

じ。）を除く。以下この項において同じ。）にユニット型指定介

護老人福祉施設（指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に

関する基準（平成１１年厚生省令第３９号。以下「指定介護老人

福祉施設基準」という。）第３８条に規定するユニット型指定介

護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）を併設する

場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定介護

老人福祉施設の介護職員及び看護職員（指定介護老人福祉施設基 
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準第４７条第２項の規定に基づき配置される看護職員に限る。）

又は指定地域密着型介護老人福祉施設にユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設を併設する場合の指定地域密着型介護老人福

祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職

員及び看護職員（第１９０条第２項の規定に基づき配置される看

護職員に限る。）を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、こ

の限りでない。 

 第１５４条第４項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」

を加え、同条第８項第２号中「若しくは作業療法士」を「、作業療

法士若しくは言語聴覚士」に改め、同項に次の１号を加える。 

⑷ 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員 

 第１５６条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」

を加える。 

 第１６０条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加え

る。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月

に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員そ

の他の従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のた

めの研修を定期的に実施すること。 

 第１６８条の次に次の１条を加える。 

 （緊急時等の対応） 

第１６８条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っていると

きに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、

あらかじめ、第１５４条第１項第１号に掲げる医師との連携方法

その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならな

い。 

 第１７１条中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号 
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の次に次の１号を加える。 

⑹ 緊急時等における対応方法 

 第１８５条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加え

る。 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等

の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月

に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員そ

の他の従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のた

めの研修を定期的に実施すること。 

 第１８９条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号

の次に次の１号を加える。 

⑺ 緊急時等における対応方法 

 第１９４条第１項中「指定看護小規模多機能型居宅介護（」の次

に「第８５条第７項に規定する」を加え、「又はサテライト型指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」を「及び指定地域密着型

介護予防基準第４４条第７項に規定するサテライト型指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所（第６項において「サテライト型指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。）の登録者、

第８項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテラ

イト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項

に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては、当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所に係る同項に規定する本体事業所、当該本体事業所に係る他の同

項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

及び当該本体事業所に係る第８５条第７項に規定するサテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第６項中「指定

看護小規模多機能型居宅介護（」の次に「第８５条第７項に規定す

る」を、「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」の次に 
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「の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、

当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機

能型居宅介護及び第８項に規定する本体事業所である指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項

に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」

を加え、同条第７項に次の１号を加える。 

⑸ 介護医療院 

 第１９４条中第１０項を第１４項とし、同項の前に次の１項を加

える。 

１３ 第１１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門

員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適正に行われると

きは、介護支援専門員に代えて、看護小規模多機能型居宅介護計

画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大臣が定める研修を

修了している者（第２０２条において「研修修了者」という。）

を置くことができる。 

 第１９４条中第９項を第１２項とし、第８項を第１１項とし、第

７項の次に次の３項を加える。 

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所（利用者又はその家族等から電話等により看

護に関する意見を求められた場合に常時対応し、利用者に対し適

切な看護サービスを提供できる体制にある指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保

健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験を有する指

定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る

支援を行うもの（以下この章において「本体事業所」という。）

との密接な連携の下に運営され、利用者に対し適切な看護サービ

スを提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。）に置くべき 
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訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者

については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われる

と認められるときは、２人以上とすることができる。 

９ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて

本体事業所において宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護

従業者により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜

間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型

居宅介護従事者を置かないことができる。 

１０ 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所については、看護職員の員数は常勤換算方

法で１以上とする。 

 第１９５条第２項中「前項」を「第１項」に改め、「介護老人保

健施設」の次に「、介護医療院」を加え、同項を同条第３項とし、

同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者を 

もって充てることができる。 

 第１９６条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加

える。 

 第１９７条第１項中「２９人」の次に「（サテライト型指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、１８人）」を加え、同

条第２項第１号中「、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員」

を「登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、１２人」に改め、

同項第２号中「９人」の次に「（サテライト型指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所にあっては、６人）」を加える。 

 第１９８条第２項第２号に次のように加える。 

ホ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場 
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合であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者

へのサービスの提供に支障がない場合には、当該診療所が有

する病床については、宿泊室を兼用することができる。 

 第２０２条第１項中「介護支援専門員」の次に「（第１９４条第

１３項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。

以下この条において同じ。）」を加える。 

 第２０５条中「提供回数等の活動状況」と」の次に「、第９０条

中「第８５条第１２項」とあるのは「第１９４条第１３項」と、」

を加える。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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亀岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正

する条例案要綱 

 

 

１ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

等の一部改正に伴い、指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を改めること。 

 

２ この条例は、平成３０年４月１日から施行すること。 
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